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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月２８日（日） １６時１０分ごろ 

発生場所 福島県いわき市鮫川河口 

 いわき市所在の荒屋
あ ら や

四等三角点から真方位２８２°４９０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°５４.５′ 東経１４０°４８.３′） 

事故調査の経過  平成２５年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ９２０丸、０.２トン 

   ２３２－４１３１２福島、個人所有 

   ３.１０ｍ（Lr）×１.１５ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１７８kＷ、平成２３年５月 

Ｂ 水上オートバイ お豆
まめ

丸、０.２トン 

   ２１０－５３１７６福島、個人所有 

   ２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１４４.２kＷ、平成１９年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 女性 １９歳 

   操縦免許 なし 

  同乗者Ａ１ 男性 ４０歳 

   操縦免許 なし 

  同乗者Ａ２ 女性 １８歳 

   操縦免許 なし 

Ｂ 操縦者Ｂ 女性 ２６歳 

   操縦免許 なし 

  同乗者Ｂ 男性 ３１歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ 軽傷 ２人（操縦者Ａ及び同乗者Ａ２） 

Ｂ 重傷 ２人（操縦者Ｂ及び同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷中央部が圧壊、座席シート破損 

 事故の経過  Ａ船は、同乗者Ａ１が操縦を行い、操縦者Ａ及び同乗者Ａ２を乗せ、

いわき市所在の鮫川大橋東側の川岸を出発したところ、操縦者Ａが、
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今まで水上オートバイの操縦経験がなく、同乗したこともなかったも

のの、同乗者Ａ１に操縦してみたい旨の申出を行い、途中で同乗者Ａ１

が操縦者Ａに操縦を交代した。 

操縦者Ａは、座席前部に位置し、同乗者Ａ１を座席後部に、同乗者

Ａ２を座席中央部にそれぞれ乗せ、鮫川河口付近でＢ船を含む他の水

上オートバイ８～９台と共に遊走していた。 

 操縦者Ａは、遊走中、他の水上オートバイがＡ船に接近した後、急

旋回するなどして頻繁に水を掛けられ続け、全身ずぶ濡
ぬ

れになった上

に疲れたので、帰ろうと思い、鮫川大橋東側の川岸に向かった。 

 Ａ船は、約３０～３５km/h の速力で北北西進中、同乗者Ａ１は、Ａ

船の左舷後方でＢ船が遊走していることを確認した後、Ａ船の左舷正

横約３～４ｍにＢ船が航走しており、Ａ船を追い越そうとして次第に

接近することを認めたが、Ｂ船から水を掛けられるものと思ってい

た。 

同乗者Ａ１は、Ｂ船がＡ船に更に接近してきたので、衝突する危険

を感じて「危ない」と叫んだところ、操縦者Ａは、前方のみを見て操

縦しており、初めてＢ船が左舷方から接近し、Ａ船の前方に進出して

いることに気付き、思わず右手でスロットルレバーを引き、Ａ船が、

急加速され、平成２５年７月２８日１６時１０分ごろ、鮫川河口にお

いて、船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突し、Ｂ船を乗り切った後に

停止した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが操縦を行い、同乗者Ｂを座席後部に乗せ、鮫川

大橋東側の川岸を出発し、鮫川河口付近で遊走していた。 

操縦者Ｂは、Ａ船がＢ船の右舷前方にいることを確認し、鮫川大橋

東側の川岸に向けて航走を始め、約３５～４０km/h の速力で北北西進

中、操縦ハンドルを少し右に切った状態で航走しており、再度、Ａ船

を右舷正横に確認して追い越したが、その後、Ｂ船は、徐々にＡ船の

進路上に接近していた。 

 操縦者Ｂは、同乗者Ａ１からの叫び声が聞こえたものの、何もでき

ず、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の船首部とが衝突した。 

 Ａ船及びＢ船の操縦者及び同乗者は、衝突によって全員が水上に投

げ出され、操縦者Ａ、同乗者Ａ２、操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、付近で

遊走していた他の水上オートバイに救助され、同乗者Ａ１は、Ａ船に

乗って川岸まで戻った。 

 操縦者Ａ、同乗者Ａ２、操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、救急車で病院へ

搬送され、操縦者Ａは頸
けい

椎捻挫を、同乗者Ａ２は腹部打撲を、操縦者

Ｂは右足膝の半月板損傷等を、同乗者Ｂは骨盤粉砕骨折等をそれぞれ

負った。 

（付図１ 本事故発生場所図、写真１ Ａ船（左舷側）、写真２ Ａ

船（船首船底部）、写真３ Ｂ船（左舷側）、写真４ Ｂ船（右舷船
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尾部）、写真５ Ｂ船（右舷中央部） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

水象：水上 平穏 

 その他の事項 

 

 操縦者Ａ、同乗者Ａ１及び操縦者Ｂは、水上オートバイの操縦に必

要な特殊小型船舶操縦士の操縦免許証を受有していなかった。 

 操縦者Ａは、Ｂ船と衝突すると思った時、自転車やオートバイ等に

装備されるブレーキレバーと勘違いし、Ａ船のスロットルレバーを引

いた。 

 同乗者Ａ１は、平素、福島県猪苗代湖において、毎年２０～３０回

水上オートバイの遊走を行っていたが、鮫川河口で遊走を行うのは４

～５年ぶりであった。 

操縦者Ｂは、以前、海外に滞在していた際、水上オートバイを数回

操縦したことがあった。 

同乗者Ａ１及び操縦者Ｂは、共にキルスイッチ（緊急エンジン停止

スイッチ）を使用しており、着用していた救命胴衣から水上オートバ

イのハンドルにあるスイッチまでの間をコードでつないでいた。 

操縦者Ｂは、遊走前、船舶所有者Ｂから、Ｂ船の調子が余り良くな

いので、４０km/h 以上の速力を出さないように言われていた。 

両船の操縦者及び同乗者は、共に救命胴衣を着用しており、操縦者

Ａ、同乗者Ａ１、同乗者Ａ２及び操縦者Ｂは、アルコール類の摂取はし

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鮫川河口において北北西進中、操縦免許証を受有しておら

ず、水上オートバイの操縦経験がない操縦者Ａが、前方のみを見て操

縦を行い、同乗者Ａ１の発声により、左舷方から接近してＡ船の前方

に進出するＢ船に気付き、スロットルレバーを引いて加速したことか

ら、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鮫川河口において北北西進中、操縦免許証を受有していな

い操縦者Ｂが、Ａ船を追い越した後、Ａ船の前方に進出したことか

ら、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

操縦者Ａ、同乗者Ａ１及び操縦者Ｂは、特殊小型船舶操縦士の操縦

免許証を受有しておらず、水上オートバイに小型船舶操縦者として乗

船してはならなかった。 

原因  本事故は、鮫川河口において、Ａ船及びＢ船が共に北北西進中、操

縦者Ａが、前方のみを見て操縦を行い、同乗者Ａ１の発声により、左

舷方から接近してＡ船の前方に進出するＢ船に気付き、スロットルレ

バーを引いて加速し、また、操縦者Ｂが、Ａ船を追い越した後、Ａ船
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の前方に進出したため、両船が衝突したことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの所有者は、特殊小型船舶操縦士の操縦免許証を

受有していない者には水上オートバイを操縦させないこと。 

 

付図１ 本事故発生場所図 
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本事故発生場所 

（平成 25 年 7 月 28 日 16 時 10

分ごろ発生） 

荒屋四等三角点 

Ａ船及びＢ船が出発した 

鮫川大橋東側の川岸 

遊走を行っていた 

鮫川河口付近 

福島県 

いわき市 

写真１ Ａ船（左舷側） 写真２ Ａ船（船首船底部） 

凹損及び擦過傷 

国土地理院 ２万５千分の１地形図使用 
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写真３ Ｂ船（左舷側） 写真４ Ｂ船（右舷船尾部） 

写真５ Ｂ船（右舷中央部） 

圧壊箇所 

座席シート

破損箇所 


